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職発０９２９第１７号 

平成２７年９月２９日 

 

 各都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省職業安定局長   

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等

の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令等の制定について 

 

 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を

改正する法律」（平成 27 年法律第 73 号。以下「改正法」という。）については、平成 27

年９月 18 日付け厚生労働省職発 0918 第６号によりその概要を通達したところであるが、

この施行に関し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平

成 27 年政令第 340 号）」等の関係政省令・告示が本日公布されたところである。その主な

内容についてはそれぞれ下記第１から第 13 までのとおりであるので、これに十分留意の上、

その円滑な施行について万全を期されたく、通達する。 

 

なお、本日公布された主な関係政省令・告示は次のとおりである。 

・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成 27 年政

令第 340 号） 

・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部

を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

（平成 27 年厚生労働省令第 149 号） 

・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件（平成 27 年厚

生労働省告示第 391 号） 

・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件（平成 27 年厚生

労働省告示第 392 号） 

・ 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件（平成 27 年厚生労働

省告示第 393 号） 

・ 派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件（平成 27 年厚生労働省告示

第 394 号） 
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・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部

を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を定める件（厚

生労働省告示第 395 号） 

 

 

記 

 

 

第１労働者派遣事業の許可等 

１ 許可申請書の添付書類 

改正法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

関する法律（昭和60年法律第88号。以下「法」という。）第５条第３項の厚生労働省令

で定める書類（労働者派遣事業の許可を受けようとする者が申請書に添付すべき書類）

に、次に掲げるものを追加すること。 

 ① 第８の２の派遣元責任者講習を修了したことを証する書類 

 ② 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程 

 ③ 派遣労働者の解雇に関する規程 

 ④ 派遣労働者に対する休業手当に関する規程 

【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（以下「規則」第１条の２）】  

 

２ 許可の基準 

法第７条第１項第２号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとすること。 

① 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度（厚生労働大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）を有すること。  

② ①のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されているこ

と。 

【規則第1条の4、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に 

関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準関係】 

 

３ 変更の届出 

法第５条第２項第４号に掲げる事項以外の変更の届出のうち、届出書に登記事項証明

書を添付すべき場合については、届出書の提出期限は、当該変更に係る事実のあった日

の翌日から起算して10日以内から30日以内に変更すること。 

【規則第８条関係】 

 

 

４ 特定労働者派遣事業の廃止 

特定労働者派遣事業に関する規定を削除すること。 

【規則第11条から第16条まで関係】 
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第２ 労働者派遣事業 

１ 労働者派遣事業報告書 

① 労働者派遣事業報告書の提出期限を、全て毎年６月30日とすること。ただし、事業

年度の終了の日が６月１日から６月30日までの場合は、翌年の６月30日とすること。 

   なお、この規定は、平成27年９月30日（施行日）以後に終了する事業年度に係る労

働者派遣事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、従前

の例によること。 

② 労働者派遣事業報告書に記載する事項として、雇用安定措置の実施状況、キャリア

アップ措置の実施内容等を追加すること。 

【規則第17条、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一

部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令附則第２条関係】  

 

２ 労働者派遣契約 

① 法第26条第１項第２号の厚生労働省令で定める区分（組織単位）は、名称のいかん

を問わず、業務の関連性に基づいて派遣先が設定した労働者の配置の区分であって、

配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の

業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものとすること。 

【規則第21条の２関係】 

② 法第26条第１項第10号の厚生労働省令で定める事項（労働者派遣契約に定める事項）

として、次に掲げるものを追加すること。 

ア 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に

係る派遣労働者を雇用する場合に、労働者派遣をする者に対し、あらかじめその旨

を通知すること、手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契

約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置 

イ 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 

【規則第22条、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針（以下「派遣元指針」）第２の２の（２）関係、  

派遣先が講ずべき措置に関する指針（以下「派遣先指針」）第２の６の（１）関係】 

③ 法第26条第２項第３号の厚生労働省令で定める措置（海外派遣に係る労働者派遣契

約において定める措置）に、次に掲げるものを追加すること。 

ア 法第40条第２項に規定する教育訓練の実施に係る配慮 

イ 法第40条第３項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与に係る配慮 

ウ 法第40条第５項に規定する賃金水準に関する情報の提供その他の措置の実施に係

る配慮 

エ 法第40条の４に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置 

オ 法第40条の５に規定する労働者の募集に係る事項の周知 

【規則第24条関係】 

④ 労働者派遣契約の終了に当たって講ずべき事項として次の内容を追加すること。 

ア 派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了

した場合において、当該労働者派遣の終了のみを理由として当該労働者派遣に係る
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無期雇用派遣労働者を解雇してはならないこと。 

イ 派遣元事業主は、有期雇用派遣労働者の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了

した場合であって、当該労働者派遣に係る有期雇用派遣労働者との労働契約が継続

しているときは、当該労働者派遣の終了のみを理由として当該有期雇用派遣労働者

を解雇してはならないこと。 

【派遣元指針第２の２の（４）関係】 

⑤ 派遣元事業主と派遣先との連絡体制の強化 

ア 派遣元事業主は、労働基準法第36条第１項の時間外及び休日の労働に関する協定

の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについては、情報提供を行う等により、派

遣先との連絡調整を的確に行うこと。なお、派遣元事業主においては、協定の締結

に当たり、労働者の過半数を代表する者の選出を行う場合には、労働基準法施行規

則第６条の２の規定に基づき、適正に行うこと。 

イ 法第42条第１項及び第３項において、派遣先は派遣先管理台帳に派遣就業をした

日ごとの始業及び終業時刻並びに休憩時間等を記載し、これを派遣元事業主に通知

しなければならないとされており、派遣先は、適正に把握した実際の労働時間等に

ついて、派遣元事業主に正確に情報提供すること。また、派遣元事業主は、割増賃

金等の計算に当たり、その雇用する派遣労働者の実際の労働時間等について、派遣

先に情報提供を求めること。 

【派遣元指針第１の５関係、派遣先指針第１の11関係】 

 

 

第３ 雇用安定措置 

１ 特定有期雇用派遣労働者等 

① 法第30条第１項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所（以下「事業所等」という。）

における同一の組織単位の業務について継続して１年以上の期間当該労働者派遣に係

る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事

業所等における同一の組織単位の業務について継続して１年以上の期間当該労働者派

遣に係る労働に従事する見込みがある者であって、当該労働者派遣の終了後も継続し

て就業することを希望しているもの（法第40条の２第１項各号に掲げる労働者派遣に

係る派遣労働者を除く。）とすること。 

② ①の派遣労働者の希望は、派遣元事業主が当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了

する日の前日までに当該派遣労働者に対して聴くものとすること。 

③ 法第30条第１項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生

労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して１年以上で

ある有期雇用派遣労働者（①の者を除く。）とすること。 

④ 法第30条第１項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であって

雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、

当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して１年以上である派遣労働者として期間

を定めて雇用しようとする労働者とすること。 

【規則第25条関係】 
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２ 雇用安定措置の実施 

① 派遣元事業主は、法第30条第１項の規定による措置（以下「雇用安定措置」という。）

を講ずるに当たっては、そのいずれかの措置を講ずるよう努めなければならないこと。 

② 派遣元事業主は、法第30条第２項の規定により読み替えて適用する雇用安定措置を

講ずるに当たっては、そのいずれかの措置を講じなければならないこと。ただし、同

項第１号の措置が講じられた場合であって、当該措置の対象となった特定有期雇用派

遣労働者が当該派遣先に雇用されなかったときは、同項第２号から第４号までのいず

れかの措置を講じなければならないこと。 

【規則第25条の２関係】 

 

３ 雇用安定措置の内容 

① 法第30条第１項第２号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等

の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事

項とすること。 

② 法第30条第１項第４号の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提

供するまでの間に行われる教育訓練（当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し

賃金が支払われる場合に限る。）とすること。 

③ 法第30条第１項第４号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとすること。 

ア ②の教育訓練 

イ 派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出を

して職業紹介を行うことができる場合にあっては、特定有期雇用派遣労働者等を紹

介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。 

ウ その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置 

【規則第25条の３から第25条の５まで関係】 

 

４ 特定有期雇用派遣労働者等について留意すべき事項 

① 派遣元事業主が、法第30条第２項の規定の適用を避けるために、業務上の必要性等

なく同一の派遣労働者に係る派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務につい

て継続して労働者派遣に係る労働に従事する期間を３年未満とすることは、同項の規

定の趣旨に反する脱法的な運用であって、義務違反と同視できるものであり、厳に避

けるべきものであること。 

② 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象と

なる特定有期雇用派遣労働者等に対し、キャリア・コンサルティングや労働契約の更

新の際の面談等の機会を利用し、又は電子メールを活用すること等により、労働者派

遣の終了後に継続して就業することの希望の有無及び希望する雇用安定措置の内容を

把握すること。 

③ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象と

なる特定有期雇用派遣労働者等の希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること。ま

た、派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者が法第30条第１項第１号の措置を希望
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する場合には、派遣先での直接雇用が実現するよう努めること。 

④ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象と

なる特定有期雇用派遣労働者等の労働者派遣の終了の直前ではなく、早期に当該特定

有期雇用派遣労働者等の希望する雇用安定措置の内容について聴取した上で、十分な

時間的余裕をもって当該措置に着手すること。 

【派遣元指針第２の８の（２）関係】 

 

 

第４ 労働・社会保険の適用促進 

１ 待遇に関する事項等の説明 

 法第31条の２第１項の厚生労働省令で定める事項（派遣元事業主が説明しなければなら

ない待遇に関する事項等）に、健康保険法に規定する被保険者の資格の取得等に関する事

項を追加すること。 

【規則第25条の６関係】 

 

２ 派遣先及び派遣労働者への通知等 

① 派遣元事業主は、規則第27条の２第１項各号に掲げる書類（以下「資格取得届」と

いう。）が提出されている派遣労働者に係る労働者派遣をする場合には、派遣先に対

し、当該書類が提出されている事実を当該事実を証する書類の提示等により示さなけ

ればならず、労働者派遣を開始した後に資格取得届が提出されることとなった場合も

同様とすること。 

② 派遣元事業主は、資格取得届が提出されていない場合には、その具体的な理由を派

遣労働者に対して明示しなければならないこと。 

【規則第26条の２、27条関係】 

 

 

第５ 均衡待遇の推進 

１ 派遣先の教育訓練の実施の配慮の例外 

法第40条第２項の厚生労働省令で定める場合（派遣先の教育訓練の実施に係る配慮の

例外）は、当該教育訓練と同様の訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施する

ことができる場合とすること。 

【規則32条の２関係】 

 

２ 業務の円滑な遂行に資する福利厚生施設 

法第40条第3項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次のとおりとすること。 

ア 給食施設 

イ 休憩室 

ウ 更衣室 

【規則第32条の３関係】 
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３ 派遣労働者の賃金の適切な決定のため派遣先が講ずるように配慮すべき措置 

法第40条第５項の厚生労働省令で定める措置（派遣労働者の賃金の適切な決定のため

派遣先が講ずるように配慮すべき措置）は、次のとおりとすること。 

① 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務

に従事する当該派遣先に雇用される労働者の賃金水準に関する情報の提供 

② 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務

に従事する一般の労働者の賃金水準に関する情報の提供 

③ 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務

に従事する労働者の募集に係る事項（賃金に係る情報に関する部分に限る。）の提

供 

④ その他法第30条の３第１項の規定により派遣労働者の賃金が適切に決定されるよ

うにするために必要な措置 

              【規則第32条の４関係】 

 

４ 派遣先の労働者との均衡に配慮した取扱い 

① 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の賃金の決定に当たっては、法第30条の

３第１項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事

する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の

従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の

職務の内容、能力若しくは経験等を勘案するよう努めること。また、派遣元事業主は、

派遣労働者の職務の成果、意欲等を適切に把握し、当該職務の成果等に応じた適切な

賃金を決定するよう努めること。 

② 派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者の賃

金水準との均衡を考慮した結果のみをもって、当該派遣労働者の賃金を従前より引き

下げるような取扱いは、法第30条の３第１項の規定の趣旨を踏まえた対応とはいえな

いこと。 

③ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額に係る派遣先との交渉が当該労働者

派遣に係る派遣労働者の待遇の改善にとって極めて重要であることを踏まえつつ、当

該交渉に当たるよう努めること。 

④ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額が引き上げられた場合には、可能な

限り、当該労働者派遣に係る派遣労働者の賃金を引き上げるよう努めること。 

⑤ 派遣元事業主は、労働者派遣法第30条の３第２項の規定の趣旨を踏まえ、労働者派

遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等を始めとす

る派遣労働者の福利厚生等の措置について、当該派遣労働者の従事する業務と同種の

業務に従事する派遣先に雇用される労働者の福利厚生等の実状を把握し、当該派遣先

に雇用される労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めること。 

⑥ 派遣元事業主は、派遣労働者が法第31条の２第２項の規定により説明を求めたこと

を理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。 

                      【派遣元指針第２の８の（６）関係】 
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第６ 労働者派遣の役務の提供を受ける期間 

１ 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の対象外 

法第40条の２第１項第２号の厚生労働省令で定める者（労働者派遣の役務の提供を受

ける期間の対象外となる者）は、60歳以上の者とすること。 

【規則第32条の５関係】 

 

２ 過半数労働組合等からの意見聴取手続 

① 法第40条の２第４項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者（以下「過半数

労働組合等」という。）の意見を聴くに当たっては、当該過半数労働組合等に次に掲

げる事項を書面により通知しなければならないこと。 

ア 派遣可能期間を延長しようとする事業所等 

イ 延長しようとする期間 

② 過半数代表者は、次のいずれにも該当する者とすること。ただし、アに該当する者

がいない事業所等にあっては、過半数代表者はイに該当する者とすること。 

ア 労働基準法第41条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 

イ 法第40条の２第４項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかに

して実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者である

こと。 

③ 派遣先は、法第40条の２第４項の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事

項を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から３年間保存しなければな

らないこと。 

ア 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名 

イ ①により過半数労働組合等に通知した日及び通知した事項 

ウ 過半数労働組合等から意見を聴いた日及び当該意見の内容 

エ 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間 

④ 派遣先は、③に掲げる事項を、次に掲げるいずれかの方法によって、当該事業所等

の労働者に周知しなければならないものとすること。 

ア 常時当該事業所等の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 

イ 書面を労働者に交付すること。 

ウ 電子計算機に備えられたファイル等に記録し、かつ、当該事業所等に労働者が当

該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 

【規則第33条の３関係】 

 

３ 過半数労働組合等への説明その他の派遣可能期間の延長に当たっての事項 

① 法第40条の２第５項の厚生労働省令で定める事項（過半数労働組合等が異議を述べ

た場合の説明事項）は、次のとおりとすること。 

ア 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間 

イ 当該異議への対応に関する方針 

② 派遣先は、法第40条の２第５項の規定により過半数労働組合等に対して説明した日



9 
 

及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可

能期間が経過した日から３年間保存しなければならないこと。 

③ 派遣先は、②の書面に記載した事項を、２の④の方法によって、当該事業所等の労

働者に周知しなければならないこと。 

④ 派遣先は、労働者が過半数代表者として正当な行為をしたこと等を理由として、当

該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならないこと。 

⑤ 法第40条の２第７項の規定による派遣可能期間の延長の際の通知は、同項の規定に

より通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならないこと。 

【規則第33条の４から33条の６まで関係】 

 

４ 派遣可能期間の延長に係る意見聴取の適切かつ確実な実施 

① 派遣先は、法第40条の２第４項の規定に基づき、過半数労働組合等に対し、派遣可

能期間を延長しようとする際に意見を聴くに当たっては、当該派遣先の事業所等ごと

の業務について、当該業務に係る労働者派遣の役務の提供の開始時（派遣可能期間を

延長した場合には、当該延長時）から当該業務に従事した派遣労働者の数及び当該派

遣先に期間を定めないで雇用される労働者の数の推移に関する資料等、意見聴取の際

に過半数労働組合等が意見を述べるに当たり参考となる資料を過半数労働組合等に提

供するものとすること。また、派遣先は、意見聴取の実効性を高める観点から、過半

数労働組合等からの求めに応じ、当該派遣先の部署ごとの派遣労働者の数、各々の派

遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた期間等に係る情報を提供することが

望ましいこと。 

② 派遣先は、過半数労働組合等に対し意見を聴くに当たっては、十分な考慮期間を設

けること。 

③ 過半数労働組合等からの異議への対処に当たっては、次のとおりとすること。 

ア 派遣先は、派遣可能期間を延長することに対して過半数労働組合等から異議があ

った場合に、法第40条の２第５項の規定により当該意見への対応に関する方針等を

説明するに当たっては、当該意見を勘案して当該延長について再検討を加えること

等により、当該過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めること。 

イ 派遣先は、派遣可能期間を延長する際に過半数労働組合等から異議があった場合

において、当該延長に係る期間が経過した場合にこれを更に延長しようとするに当

たり、再度、過半数労働組合等から異議があったときは、当該意見を十分に尊重し、

派遣可能期間の延長の中止又は延長する期間の短縮、派遣可能期間の延長に係る派

遣労働者の数の削減等の対応を採ることについて検討した上で、その結論をより一

層丁寧に過半数労働組合等に説明しなければならないこと。 

④ 派遣先は、法第40条の２第６項の規定に基づき、①から③までの内容を含め、派遣

可能期間を延長しようとする場合における過半数労働組合等からの意見の聴取及び過

半数労働組合等が異議を述べた場合における当該過半数労働組合等に対する派遣可能

期間の延長の理由等の説明を行うに当たっては、誠実にこれらを行うよう努めなけれ

ばならないものとすること。 

【派遣先指針第２の15関係】 
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５ 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用 

派遣先は、法第40条の２及び第40条の３の規定に基づき派遣労働者による常用労働者

の代替及び派遣就業を望まない派遣労働者が派遣就業に固定化されることの防止を図る

ため、次に掲げる基準に従い、事業所等ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可

能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならず、また、事業所

等における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から３年を超える期間継続して

同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならないこと。 

① 事業所等については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所か

ら独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等におい

てある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有するこ

と等の観点から実態に即して判断すること。 

② 事業所等における組織単位については、法第40条の３の労働者派遣の役務の提供を

受ける期間の制限の目的が、派遣労働者がその組織単位の業務に長期間にわたって従

事することによって派遣就業を望まない派遣労働者が派遣就業に固定化されることを

防止することにあることに留意しつつ判断すること。すなわち、課、グループ等の業

務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労

務管理上の指揮監督権限を有するものであって、派遣先における組織の最小単位より

も一般に大きな単位を想定しており、名称にとらわれることなく実態により判断すべ

きものであること。ただし、小規模の事業所等においては、組織単位と組織の最小単

位が一致する場合もあることに留意すること。 

③ 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けていた当該派遣先の事業所等ごとの業務

について、新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、当該新たな労働者派遣

の開始と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の

終了との間の期間が３月を超えない場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣

の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の

提供を受けているものとみなすこと。 

④ 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けていた当該派遣先の事業所等における組

織単位ごとの業務について、同一の派遣労働者に係る新たな労働者派遣の役務の提供

を受ける場合には、当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の役務の受

入れの直前に受け入れていた労働者派遣の終了との間の期間が３月を超えない場合に

は、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労

働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなすこと。 

⑤ 派遣先は、当該派遣先の事業所等ごとの業務について派遣元事業主から３年間継続

して労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、派遣可能期間の延長に係る

手続を回避することを目的として、当該労働者派遣の終了後３月が経過した後に、再

度当該労働者派遣の役務の提供を受けるような、実質的に派遣労働者の受入れを継続

する行為は、同項の趣旨に反するものであること。 

【派遣先指針第２の14関係】 
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６ 同一の組織単位の業務への労働者派遣 

派遣元事業主が、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して

３年間同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行った場合において、当該派遣労働者が希

望していないにもかかわらず、当該労働者派遣の終了後３月が経過した後に、当該同一

の組織単位の業務について再度当該派遣労働者を派遣することは、派遣労働者のキャリ

アアップの観点から望ましくないこと。 

【派遣元指針第２の８の（７）関係】 

 

 

第７ 教育訓練等 

１ 派遣労働者に対するキャリアアップ措置 

① 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に対し、法第30条の２第１項の規定によ

る教育訓練を実施するに当たっては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が

定める基準第４号に規定する教育訓練の実施計画（以下「教育訓練計画」という。）

に基づく教育訓練を行わなければならないこと。 

② 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約の締

結時までに教育訓練計画を周知するよう努めること。また、派遣元事業主は、当該教

育訓練計画に変更があった場合は、その雇用する派遣労働者に対し、速やかにこれを

周知するよう努めること。 

③ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が教育訓練計画に基づく教育訓練を受講

できるよう配慮しなければならないこと。特に、教育訓練計画の策定に当たっては、

派遣元事業主は、教育訓練の複数の受講機会を設け、又は開催日時や時間の設定につ

いて配慮すること等により、可能な限り派遣労働者が教育訓練を受講しやすくするこ

とが望ましいこと。 

④ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るため、教育訓練

計画に基づく教育訓練を実施するほか、更なる教育訓練を自主的に実施するとともに、

当該教育訓練に係る派遣労働者の費用負担を実費程度とすることで、派遣労働者が教

育訓練を受講しやすくすることが望ましいこと。 

⑤ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るとともに、その

適正な雇用管理に資するため、当該派遣労働者に係る労働者派遣の期間及び派遣就業

をした日、従事した業務の種類、法第37条第１項第９号に規定する教育訓練を行った

日時及びその内容等を記載した書類を保存するよう努めること。 

【派遣元指針第２の８の（５）関係】 

 

２ 派遣先による教育訓練等 

 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対して法第40条第２項の規定

による教育訓練を実施するよう配慮するほか、派遣元事業主が法第30条の２第１項の規

定による教育訓練を実施するに当たり、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元

事業主と協議等を行い、派遣労働者が当該教育訓練を受講できるよう可能な限り協力す
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るとともに、必要に応じた当該教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならないこ

と。派遣元事業主が行うその他の教育訓練、派遣労働者の自主的な能力開発等について

も同様とすること。 

【派遣先指針第２の９の（３）関係】 

 

 

第８ その他派遣元事業主が講ずべき措置 

１ 派遣元管理台帳 

① 法第37条第１項第９号の厚生労働省令で定める教育訓練（派遣元管理台帳に記載す

べき事項として追加する教育訓練）は、法第30条の２第１項の規定による教育訓練と

すること。 

【規則第30条の２関係】 

② 法第37条第１項第12号の厚生労働省令で定める事項（派遣元管理台帳に記載すべき

事項）として追加するものは、法第30条の２第２項の規定による援助を行った日及び

当該援助の内容とすること。 

【規則第31条関係】 

 

２ 派遣元責任者講習 

法第36条の厚生労働省令で定める基準は、過去３年以内に、派遣労働者に係る雇用管

理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定め

るものを修了していることとすること。 

【規則29条の２、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す 

る法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習関係】 

 

３ 無期雇用派遣労働者について留意すべき事項 

 派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、「無期雇用派遣」という

文言を使用すること等により、無期雇用派遣労働者の募集であることを明示しなければ

ならないこと。 

                【派遣元指針第２の８の（１）関係】 

 

４ 労働契約法の適用について留意すべき事項 

① 派遣元事業主は、派遣労働者についても労働契約法の適用があることに留意するこ

と。 

② 派遣元事業主が、その雇用する有期雇用派遣労働者について、当該有期雇用派遣労

働者からの労働契約法第18条第１項の規定による期間の定めのない労働契約の締結の

申込みを妨げるために、当該有期雇用派遣労働者に係る期間の定めのある労働契約の

更新を拒否し、また、空白期間（同条第２項の空白期間をいう。）を設けることは、

同条の規定の趣旨に反する脱法的な運用であること。 

③ 有期雇用派遣労働者の通勤手当に係る労働条件が、期間の定めがあることにより同

一の派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の通勤手当に係
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る労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働契約法第20条の

規定により、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下この③におい

て「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を

考慮して、不合理と認められるものであってはならないこと。 

【派遣元指針第２の８の（３）関係】 

 

５ 安全衛生に係る措置 

派遣元事業主は、派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を

適切に行えるよう、当該派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣先から入手するこ

と、健康診断等の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、派遣先の協力が必要

な場合には、派遣先に対して、当該措置の実施に協力するよう要請すること等、派遣労

働者の安全衛生に係る措置を実施するため、派遣先と必要な連絡調整等を行うこと。 

【派遣元指針第２の12関係】 

 

６ 情報の提供 

マージン率の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、

とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすること。また、労働者派遣

の期間の区分ごとの雇用安定措置を講じた人数等の実績及び教育訓練計画については、

インターネットの利用その他の適切な方法により関係者に対し情報提供することが望ま

しいこと。 

【派遣元指針第２の14関係】 

 

 

第９ その他派遣先が講ずべき措置 

１ 派遣先管理台帳 

法第42条第１項第９号の厚生労働省令で定める教育訓練（派遣先管理台帳に記載すべ

き事項として追加する教育訓練）は、次のとおりとすること。 

① 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習

得に係る教育訓練であって計画的に行われるもの 

② 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練  

【規則第35条の２関係】 

 

２ 適切な苦情の処理 

① 派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべき苦情には、セクシュアルハラスメント、パ

ワーハラスメント等が含まれることに留意すること。 

② 派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに際しては、派遣先の労働組合法上の使

用者性に関する代表的な裁判例や中央労働委員会の命令に留意すること。 

【派遣先指針第２の７関係】 

 

３ 労働者派遣に関する料金の額 
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派遣先は、労働者派遣に関する料金の額の決定に当たっては、その指揮命令の下に労

働させる派遣労働者の就業の実態、労働市場の状況等を勘案し、当該派遣労働者の賃金

水準が、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事している労働者の賃金水準

と均衡が図られたものとなるよう努めなければならないこと。また、派遣先は、労働者

派遣契約の更新の際の労働者派遣に関する料金の額の決定に当たっては、その指揮命令

の下に労働させる派遣労働者の就業の実態、労働市場の状況等に加え、当該派遣労働者

が従事する業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該派遣労働者に要求する

技術水準の変化を勘案するよう努めなければならないこと。【派遣先指針第２の９の（２）】 

 

４ 安全衛生に係る措置 

派遣先は、派遣元事業主が健康診断等の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たっ

て、当該措置に協力するよう要請があった場合には、これに応じ、必要な協力を行うこ

と等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。 

【派遣先指針第２の17関係】 

 

 

第10 労働契約申込みみなし制度 

① 改正法第２条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律第２条の規定による改

正後の法（以下「平成24年改正後法」という。）第34条第３項の規定により労働契約

の申込みをしたものとみなされることとなる旨の明示は、第26条第１項及び第２項の

規定による方法と同様の方法により行うものとすること。 

【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行  

に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第2条による改正後の施行規則（以下「改正後規則」）第26条関係】  

 

② 平成24年改正後法第40条の６第１項第３号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手

続は、次のとおりとすること。 

ア 第６の２の①の通知 

イ 第６の２の③の書面の記載及びその保存 

ウ 第６の２の④の周知 

【改正後規則第33条の9関係】 

 

③ 平成24年改正後法第40条の８第１項の規定による助言等に係る厚生労働大臣の権限

を、労働者派遣事業を行う者の主たる事業所及び当該事業を行う事務所の所在地等を

管轄する都道府県労働局長に委任すること。 

【改正後規則第55条関係】 

 

 

第11 職業安定法施行規則の一部改正 

① 労働者派遣事業の許可を受けた者が有料職業紹介事業等の許可の申請等をするとき
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又は労働者派遣事業の許可の申請をする者が有料職業紹介事業等の許可の申請等も同

時にするとき等は、定款、寄付行為、登記事項証明書等の書類を添付することを要し

ないこと。 

② 職業安定法第30条第２項第４号に掲げる事項以外の変更の届出のうち、届出書に登

記事項証明書を添付すべき場合については、届出書の提出期限は、当該事項に係る事

実のあった日の翌日から起算して10日以内から30日以内に変更すること。 

 

 

第12 経過措置 

１ 労働者派遣事業の許可に関する経過措置 

改正法施行日前に一般労働者派遣事業の許可の申請をした者の当該申請に係る許可の

基準については、なお従前の例によること。 

【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（以下「改正令」）第４条関係】 

 

２ 労働者派遣事業の許可の有効期間に関する経過措置 

① 改正法の施行の際現にされている改正法第１条の規定による改正前の労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下「旧法」という。）

の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請は、法の規定によりされた許可の有

効期間の更新の申請とみなすこと。 

② ①の申請に係る許可の有効期間の更新の基準については、なお従前の例によること。 

【改正令第６条関係】 

 

３ 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する経過措置 

① 法第30条第１項第１号及び第２項並びに第40条の５第２項の規定は、改正法施行日

以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び当該労働者派遣に

係る派遣労働者について適用すること。 

② 法第34条等の労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する規定は、改正法施行日

以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業について

適用し、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及

び派遣就業については、なお従前の例によること。 

③ 改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について

は、旧法第40条の４及び第40条の５の規定は、なおその効力を有すること。 

【改正令第７条関係】 

 

 

第13 施行期日・適用期日 

平成 27 年９月 30 日から施行すること。ただし、第 10 については、同年 10 月 1 日か

ら施行すること。 

 


